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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第20期

第２四半期連結
累計期間

第21期
第２四半期連結
累計期間

第20期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 61,498,100 66,241,708 101,083,608

経常利益 （千円） 11,910,633 10,726,570 15,414,072

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 8,059,750 7,239,965 10,526,939

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 8,058,667 7,242,849 10,515,806

純資産額 （千円） 57,584,939 66,594,068 59,615,408

総資産額 （千円） 145,763,058 216,036,839 185,307,149

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 137.04 122.92 178.99

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － 122.25 178.83

自己資本比率 （％） 39.4 30.7 32.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 3,199,828 △15,628,823 △25,443,012

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △4,824,127 △896,789 △6,942,584

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 12,318,810 25,210,847 39,997,552

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 31,521,997 37,143,897 28,439,078

 

回次
第20期

第２四半期連結
会計期間

第21期
第２四半期連結
会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 57.00 45.17

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第20期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．平成28年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行いましたが、第20期の期首に当該株式分

割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額を算定しております。

５．当社は第20期第２四半期連結累計期間より、株式給付型ＥＳＯＰを導入しており、株主資本において自己株式

として計上されている株式給付型ＥＳＯＰに残存する自社の株式は、１株当たり四半期（当期）純利益金額及

び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自

己株式に含めております。

EDINET提出書類

株式会社　プレサンスコーポレーション(E04047)

四半期報告書

 2/35



２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については以下のとおりであります。

（不動産販売事業）

第１四半期連結会計期間において、株式会社ララプレイスの全株式を取得し連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和政策を受けて企業収益

や雇用環境の改善が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しておりますが、地政学的リスクが高まっていること

や、米国や欧州における政治動向等の不安定要因もあり、先行きは不透明な状況が続いております。

当不動産業界におきましては、三大都市圏及び地方中枢都市の公示地価の上昇が続いており、開発用地の取得費

が上昇していること、東京オリンピック開催に伴い、旺盛な建設需要が建築工事費を押し上げていること等、懸念

材料があるものの、住宅ローン減税政策等の住宅取得支援制度が継続して実施されていることや低金利を背景に、

住宅取得需要は引き続き堅調に推移しております。

このような環境の下、当社グループは、近畿圏、東海・中京圏の都心部を中心とした事業エリアへ経営資源を集

中するドミナント戦略を推進するとともに、新たな事業エリアである中国・九州地方の都市部でのシェア拡大も目

指しております。さらに、海外への不動産事業の展開及びホテル用不動産の販売などにより事業の拡大を図ってお

ります。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高66,241百万円（前年同期比7.7％増）、営業利益

10,987百万円（同8.4％減）、経常利益10,726百万円（同9.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益7,239百

万円（同10.2％減）となりました。

なお、売上高は前年同期と比べて増加しているものの、販売費及び一般管理費の増加額が大きいため減益となっ

ておりますが、通期の業績予想の進捗は順調であります。

また、大型物件である「プレサンスレジェンド琵琶湖」など、契約状況は好調に推移しております。当第２四半

期連結累計期間の契約高及び契約残高はそれぞれ対前年同期比30.8％増、同72.3％増といずれも前年同期を大きく

上回っており、今後の業績についても順調に推移するものと見込んでおります。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

（不動産販売事業）

不動産販売事業におきましては、ワンルームマンション「プレサンスシリーズ」のプレサンスＫＯＢＥグレン

ツ（総戸数138戸）等の販売が順調に推移いたしました。その結果、ワンルームマンション売上高22,330百万円

（1,300戸）、ファミリーマンション売上高23,889百万円（680戸）、一棟販売売上高13,378百万円（823戸）、

ホテル販売売上高1,053百万円（72戸）、その他住宅販売売上高517百万円（19戸）、その他不動産販売売上高

2,111百万円、不動産販売附帯事業売上高497百万円となり、不動産販売事業の合計売上高は63,779百万円（前年

同期比7.0％増）、セグメント利益は10,473百万円（同10.0％減）となりました。

（その他）

その他の不動産賃貸事業等におきましては、自社保有の賃貸不動産が順調に稼働いたしました。その結果、受

取家賃収入が増加したこと等から、その他の売上高は2,462百万円（前年同期比31.4％増）、セグメント利益は

1,017百万円（同27.8％増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比

べ8,704百万円増加し、37,143百万円(前期末比30.6％増）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は15,628百万円（前年同期は3,199百万円の増加）となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益が10,721百万円あったこと等により、資金が増加したのに対して、た

な卸資産が21,817百万円増加したこと、仕入債務が3,789百万円減少したこと、法人税等を2,416百万円支払った

こと等により、資金が減少したためであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は896百万円（前年同期は4,824百万円の減少）となりました。

これは主に、関係会社への貸付けにより667百万円資金が減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は25,210百万円（前年同期は12,318百万円の増加）となりました。

これは主に、配当金を734百万円支払ったことにより資金が減少したのに対して、金融機関からの借入金が純

額で18,538百万円増加したこと及び新株予約権付社債の発行6,990百万円により資金が増加したことによるもの

であります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、契約残高が著しく増加いたしました。

①　受注状況

当第２四半期連結累計期間の契約状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント
の名称

区分

契約高 契約残高

数量
（戸）

前年
同期比
（％）

金額
（千円）

前年
同期比
（％）

数量
（戸）

前年
同期比
（％）

金額
（千円）

前年
同期比
（％）

不動産

販売事業

ワンルーム

マンション
1,109 133.0 19,454,448 134.8 602 141.6 10,546,189 148.4

ファミリー

マンション
1,072 104.6 39,877,014 106.7 2,448 160.3 94,803,619 166.6

一棟販売 864 197.7 12,302,681 220.3 1,198 156.0 16,346,424 166.4

ホテル販売 244 － 4,198,712 205.8 655 909.7 11,606,831 303.8

その他住宅

販売
35 159.1 1,012,856 167.5 23 575.0 712,325 530.4

その他不動産

販売
2 － 2,111,676 707.7 － － － －

報告セグメント計 3,326 143.5 78,957,388 130.8 4,926 176.2 134,015,390 172.3

（注）１．本表におきまして「受注高」は「契約高」と読み替えております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．上記の金額には、追加工事の金額も含まれております。

４．一棟販売とは、マンション一棟もしくはその一部を主にマンション販売業者に卸売する方法であります。

５．その他住宅販売とは、中古住宅流通事業、戸建分譲事業等、新築マンション以外の住宅の販売であります。

６．その他不動産販売とは、商業用店舗、開発用地等の住宅以外の不動産の販売であります。

７．その他不動産販売の契約高は、商業用店舗（68,136千円）と開発用地（2,043,540千円）に関するものであ

ります。

８．契約高及び契約残高については、計画変更等により数量（戸）が変動する可能性があります。

９．報告セグメントに含まれない事業セグメントについては、該当事項はありません。
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②　販売実績

当第２四半期連結累計期間の販売（引渡）実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 区分

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

数量（戸）
前年
同期比
（％）

金額（千円）
前年
同期比
（％）

不動産販売事業

ワンルームマンション 1,300 95.5 22,330,119 94.5

ファミリーマンション 680 81.7 23,889,871 88.4

一棟販売 823 145.7 13,378,542 177.4

ホテル販売 72 － 1,053,277 －

その他住宅販売 19 73.1 517,741 71.7

その他不動産販売 2 － 2,111,676 423.7

不動産販売附帯事業 － － 497,982 231.1

報告セグメント計 2,896 104.0 63,779,210 107.0

その他 － － 2,462,497 131.4

合計 2,896 104.0 66,241,708 107.7

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の金額には、追加工事の金額も含まれております。

３．一棟販売とは、マンション一棟もしくはその一部を主にマンション販売業者に卸売する方法であります。

４．その他住宅販売とは、中古住宅流通事業、戸建分譲事業等、新築マンション以外の住宅の販売であります。

５．その他不動産販売とは、商業用店舗、開発用地等の住宅以外の不動産の販売であります。

６．不動産販売附帯事業とは、マンションの販売代理手数料、及び不動産販売事業に附随して発生する事務手数

料等であります。

７．その他不動産販売の売上高は、商業用店舗（68,136千円）と開発用地（2,043,540千円）に関するものであ

ります。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの主力事業である不動産販売事業は、各種不動産関連法規の改廃、景気変動、原材料価格、土地

価格、金利動向及び住宅税制並びにその他税制の影響を受けやすいため、景気の悪化、金利の上昇、税制の改

定、マンション開発用地の価格上昇及び原材料価格の上昇が発生した場合には、顧客の購買意欲の低下につなが

り、当社グループの経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金需要の主なものは、不動産販売事業の開発用地取得資金及び物件開発資金であります。開

発用地取得資金は主に金融機関からの借入によって調達すること、物件開発資金は内部留保による自己資金で対

応することで、金融費用の低減及び資本コストの管理に努めております。

(8) 経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループは、ワンルームマンション・ファミリーマンションの分譲を柱として経営基盤を拡充し、安定し

た収益の向上に努めてまいります。

ワンルームマンションの分譲につきましては、年金問題、単独世帯数の増加及び都心部への人口回帰現象と

いった社会的側面があること、比較的リスクが少ない資産運用の商品として市場に定着していること等から、堅

調に推移するものと考えております。今後も変化する顧客のニーズに的確に対応し、収益性を重視しつつ事業規

模の拡大を図ってまいります。

ファミリーマンションの分譲につきましては、継続的な住宅取得支援制度の実施により、都心部の顧客ニーズ

に合致したマンションに対する需要は、堅調に推移しておりますので、今後も近畿圏、東海・中京圏を中心に

ファミリーマンション供給戸数の増加を図ってまいります。

また、その他の不動産賃貸管理事業、賃貸事業、及び建物管理事業等につきましては、今後も事業規模を拡大

し、継続的かつ安定的な収益の確保を図ってまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 192,000,000

計 192,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 61,981,200 62,106,400
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株で　

あります。

計 61,981,200 62,106,400 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】
 

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権及び新株予約権付社債は、次のとおりであります。

 

①　第１回転換社債型新株予約権付社債

決議年月日 平成29年８月18日

新株予約権の数（個） 35

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）３

新株予約権の行使期間
自 平成29年９月５日

至 平成32年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注）４

新株予約権の行使の条件 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び

第３項本文の定めにより本社債又は本転換社債型新株

予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財

産は当該本転換社債型新株予約権に係る本社債及び

（注）３(1)記載の計算式で算出された金額の金銭で

あり、当該本社債の価額はその払込金額と同額とす

る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ――

 （注）１．本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 本転換社債型新株予約権の総数は35個である。本転換社債型新株予約権の目的である株式の総数は

2,258,095株、本転換社債型新株予約権１個当たりの交付株式数（（注）２(1)に定義する。）は

64,517株で固定されており、株価の上昇又は下落により行使価額（（注）３(2)に定義する。）が修

正されても変化しない。
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(2) 本新株予約権付社債の行使価額の修正基準及び修正頻度について

本転換社債型新株予約権の行使価額は、当初1,550円であるが、本転換社債型新株予約権の各行使請

求に係る行使請求書が当社に提出された日（以下「修正日」という。）の直前取引日の東証における

当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の92％に相当する金

額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効

な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価

額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が1,550円（以下「下限行使価額」とい

い、（注）３(4)の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使

価額とする。

(3) 行使価額等の下限等について

下限行使価額は、1,550円である。本転換社債型新株予約権が下限行使価額で全て行使されたものと

して算定すると、交付株式数の総数の発行価額は、金3,500,047,250円となる。なお、本転換社債型

新株予約権１個当たりの目的である株式の数（交付株式数）が固定されていることから、本転換社

債型新株予約権の行使価額が修正又は調整により変動した場合、当該変動に伴って本転換社債型新

株予約権の行使による調達金額も変動する。なお、本転換社債型新株予約権の下限行使価額は当初

行使価額と同額に設定されているため、本転換社債型新株予約権の行使価額が当初行使価額を下回

る水準に修正されることはなく、行使価額の修正を原因として、上記資金調達の額が減少すること

はない。本転換社債型新株予約権の行使価額の修正により、本転換社債型新株予約権行使時の行使

価額が当初行使価額を上回る場合には、行使の都度、当該行使された本転換社債型新株予約権に係

る本社債が出資されるのに加えて、その上回る部分の金額について追加の金銭支払いが行われ、調

達する資金の額は増加する。

(4) 本新株予約権付社債権者はその裁量により本転換社債型新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先であるみずほ証券株式会社（以下「割当予定先」という。）との間で締結予

定の第三者割当て契約の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予

定先に対して一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である。

２．新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の総数は、2,258,095株とす

る（本転換社債型新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「交付株式数」という。）は、

64,517株とする。）。但し、(2)又は（注）３(4)⑤によって交付株式数が調整される場合には、本転

換社債型新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が（注）３(4)に従って行使価額（（注）３(2)に定義する。以下同じ。）の調整を行う場合に

は、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、（注）３(4)に定める調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。

(3) (2)の調整は当該時点において未行使の本転換社債型新株予約権に係る交付株式数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(4) 調整後交付株式数の適用日は、（注）３(4)に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付

株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知す

る。但し、（注）３(4)②(ⅴ)の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない

ときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

３．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は本社債の払込金額及び以下の計

算式で算出された金額の合計額とし、出資される財産は当該本転換社債型新株予約権に係る本社債

及び以下の計算式で算出された金額の金銭であり、当該本社債の価額はその払込金額と同額とす

る。

交付株式数×行使価額－各本社債の払込金額

(2) 行使価額

行使価額は、当初1,550円とする。但し、行使価額は、(3)及び(4)の規定に従って修正又は調整され

るものとする。
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(3) 行使価額の修正

各修正日の直前取引日の修正日価額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又

は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。

但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下

限行使価額とする。

(4) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」と

いう。）をもって行使価額を調整する。

    
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。

(ⅰ) ④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有

する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取

得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅲ) ④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権

付株式又は④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（但し、当社

又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める

関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除

く。）

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初

の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日

（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用す

る。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以

降これを適用する。

(ⅳ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付す

る場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(ⅴ) (ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、（ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合におい

て、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をし

た本転換社債型新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生

し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。

④(ⅰ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

(ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数
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を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を四捨五入する。

(ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する

当社普通株式を控除した数とする。また、②(ⅴ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発

行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株

式数を含まないものとする。

⑤ ②記載の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権

付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額及び交付株式数の調整を行う。

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。

(ⅱ) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。

(ⅲ) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) (4)②の規定にかかわらず、(4)②に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(3)に基づく行使

価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及び

その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(4)②(ⅴ)に定める場合その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、（注）３(2)記載の

行使価額（但し、（注）３(3)又は(4)によって行使価額が修正又は調整された場合は修正後又は調

整後の行使価額）とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

５．本新株予約権付社債の繰上償還に関する事項

本新株予約権付社債には、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権付社債の全部を繰上償還

することができる旨の繰上償還条項が付されております。

６．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

(1) 行使指定条項

① 当社は、割当予定先に対して、平成29年９月５日から平成31年９月４日までの期間において、行使

すべき本件新株予約権の数を指定した上で、本件新株予約権を行使すべき旨を指定（以下「行使指

定」といいます。）することができます。

② 一度に行使指定可能な本件新株予約権の数は、本件新株予約権の行使により交付されることとなる

当社株式の数が、当社が行使指定を発した日（以下「行使指定日」といいます。）の前日まで（当

日を含みます。）の20取引日又は60取引日における、東証が発表する当社普通株式の各取引日の売

買高の中央値のいずれか少ない方に２を乗じた数を超えない範囲とします。

③ 割当予定先は、行使指定を受領した場合、行使指定日の翌営業日の営業時間終了時（以下「行使指

定受付期限」といいます。）までに、当社に対して行使指定の受付可否を通知します。

④ 割当予定先は、受付通知（行使指定を受け付けた旨の通知をいいます。）を行った場合、又は行使

指定受付期限までに⑤に従い行使指定を受け付けない旨の通知を行わなかった場合、行使指定日か

ら（当日を除きます。）30取引日を経過する日（当該30取引日を経過する日が本件新株予約権の行

使期間の末日よりも後の日となる場合には、当該行使期間の末日とし、以下「行使期日」といいま

す。）まで（当日を含みます。）に、指定された数の本件新株予約権を行使する義務を負います。

但し、割当予定先が行使指定に従って本件新株予約権を行使する義務を負った後に、当社普通株式

の終値が下限行使価額を下回った場合には、当該行使指定に係る行使義務は消滅します。

⑤ 割当予定先は、(イ)政府、所轄官庁、規制当局、裁判所若しくは金融商品取引業協会、金融商品取

引所その他の自主規制機関の指示に基づく場合、(ロ)割当予定先が法令、諸規則若しくは割当予定

先が金融商品取引法及びその関係政省令を遵守するために制定した社内規則を遵守するために必要
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な場合、(ハ)東証における当社普通株式の取引が不能となっている場合、若しくは東証における売

買立会終了時において、当社普通株式が制限値幅下限での気配となっている場合、(ニ)行使指定の

通知時点において、当社の重要事実の公表から１取引日を経過していない場合、又は(ホ)行使指定

が本割当契約の定めに反する場合には、行使指定受付期限までに、その旨を当社に通知することに

より、行使指定を受付けないことができます。この場合、割当予定先は、当社に対してその理由を

通知しなければなりません。

⑥ 当社は、行使指定を行った場合、当該行使指定に関する行使期日、又は、当該行使指定に基づく本

件新株予約権の全ての行使が完了した日のうちいずれか早い日まで（当日を含みます。）は、次の

行使指定を発することができません。

⑦ 当社は、(イ)行使指定日の当社普通株式の終値が下限行使価額の120％に相当する金額（円位未満小

数第２位まで算出し、小数第２位を切捨て）を下回る場合、又は(ロ)当社が当社若しくはその企業

集団に属するいずれかの会社に関する公表されていない重要事実を関知している場合には、行使指

定を発することができません。

⑧ 割当予定先が行使義務を負った後に、⑤(イ)乃至(ハ)に定める事由が発生した場合、割当予定先は

当社に対してその旨を通知することにより、全ての事由が解消される日まで、その取引日数だけ行

使期日を延長することができます。但し、延長後の行使期日は本件新株予約権の行使期間の末日を

超えないものとします。

⑨ 当社は、割当予定先が行使指定により本件新株予約権を行使する義務を負った場合、又は行使指定

に基づく割当予定先の行使義務が消滅した場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたしま

す。

(2) 停止指定条項

① 当社は、割当予定先に対して、割当予定先が本件新株予約権を行使することができない期間（以下

「停止指定期間」といいます。）を指定（以下「停止指定」といいます。）することができます。

停止指定期間は、平成29年９月６日から平成32年７月21日までの期間中のいずれかの期間とし、当

社が割当予定先に対して停止指定を通知した日の翌々取引日から（当日を含みます。）当社が指定

する日まで（当日を含みます。）とします。但し、当社は、割当予定先が行使指定に基づく行使義

務を負っている場合には、当該行使義務の対象となっている本件新株予約権について停止指定を発

することができません。

② 当社は、停止指定を行った場合、いつでもこれを取り消すことができます。

③ 当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて

開示いたします。

(3) 譲渡制限条項

割当予定先は、本新株予約権付社債及び本新株予約権について、当社の事前の書面による承諾を得た

場合を除き、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできません。

(4) 割当予定先による行使制限措置

① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第１項及び同規程施行規則第436条第１項乃至第５

項の定めに基づき、所定の適用除外の場合を除き、単一暦月中にＭＳＣＢ等の買受人の行使により

取得される株式数が、ＭＳＣＢ等の払込時点における上場株式数の10％を超える場合には、当該

10％を超える部分に係る転換又は行使を制限する（割当予定先が本新株予約権付社債及び本新株予

約権を第三者に転売する場合及びその後当該転売先がさらに第三者に転売する場合であっても、当

社が、転売先となる者との間で、同様の内容を約する旨定めることを含む。）。

② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件

新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社

に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。

(5) 本新株予約権付社債の償還に係る請求

割当予定先は、本新株予約権付社債発行後、当社の重大な義務違反や一定の財務基準を維持できな

かったこと等を原因として本新株予約権付社債割当契約が解除された場合、当社に対して通知するこ

とにより本新株予約権付社債の償還を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本

新株予約権付社債の発行要項に従い、本新株予約権付社債を償還します。
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７．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

８．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

本新株予約権付社債の発行に伴い、当社代表取締役社長である山岸忍は、その保有する当社普通株式の

一部について割当予定先への貸株を行っております。

９．その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 

②　第２回転換社債型新株予約権付社債

決議年月日 平成29年８月18日

新株予約権の数（個） 35

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）３

新株予約権の行使期間
自 平成29年９月５日

至 平成32年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注）４

新株予約権の行使の条件 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び

第３項本文の定めにより本社債又は本転換社債型新株

予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。

代用払込みに関する事項

本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財

産は当該本転換社債型新株予約権に係る本社債及び

（注）３(1)記載の計算式で算出された金額の金銭で

あり、当該本社債の価額はその払込金額と同額とす

る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ――

 （注）１．本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 本転換社債型新株予約権の総数は35個である。本転換社債型新株予約権の目的である株式の総数は

2,058,840株、本転換社債型新株予約権１個当たりの交付株式数（（注）２(1)に定義する。）は

58,824株で固定されており、株価の上昇又は下落により行使価額（（注）３(2)に定義する。）が修

正されても変化しない。

(2) 本新株予約権付社債の行使価額の修正基準及び修正頻度について

本転換社債型新株予約権の行使価額は、当初1,700円であるが、本転換社債型新株予約権の各行使請

求に係る行使請求書が当社に提出された日（以下「修正日」という。）の直前取引日の東証における

当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の91％に相当する金

額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効

な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価

額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が1,700円（以下「下限行使価額」とい

い、（注）３(4)の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使

価額とする。

(3) 行使価額等の下限等について

下限行使価額は、1,700円である。本転換社債型新株予約権が下限行使価額で全て行使されたものと

して算定すると、交付株式数の総数の発行価額は、金3,500,028,000円となる。なお、本転換社債型

新株予約権１個当たりの目的である株式の数（交付株式数）が固定されていることから、本転換社

債型新株予約権の行使価額が修正又は調整により変動した場合、当該変動に伴って本転換社債型新

株予約権の行使による調達金額も変動する。なお、本転換社債型新株予約権の下限行使価額は当初

行使価額と同額に設定されているため、本転換社債型新株予約権の行使価額が当初行使価額を下回

る水準に修正されることはなく、行使価額の修正を原因として、上記資金調達の額が減少すること

はない。本転換社債型新株予約権の行使価額の修正により、本転換社債型新株予約権行使時の行使

価額が当初行使価額を上回る場合には、行使の都度、当該行使された本転換社債型新株予約権に係
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る本社債が出資されるのに加えて、その上回る部分の金額について追加の金銭支払いが行われ、調

達する資金の額は増加する。

(4) 本新株予約権付社債権者はその裁量により本転換社債型新株予約権を行使することができる。但

し、当社と割当予定先であるみずほ証券株式会社（以下「割当予定先」という。）との間で締結予

定の第三者割当て契約の規定により当社が行使指定を行うことができ、当社の裁量により、割当予

定先に対して一定数量の範囲内での一定期間内の行使を義務づけることが可能である。

２．新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の総数は、2,058,840株とす

る（本転換社債型新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「交付株式数」という。）は、

58,824株とする。）。但し、(2)又は（注）３(4)⑤によって交付株式数が調整される場合には、本転

換社債型新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が（注）３(4)に従って行使価額（（注）３(2)に定義する。以下同じ。）の調整を行う場合に

は、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、（注）３(4)に定める調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。

(3) (2)の調整は当該時点において未行使の本転換社債型新株予約権に係る交付株式数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(4) 調整後交付株式数の適用日は、（注）３(4)に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付

株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知す

る。但し、（注）３(4)②(ⅴ)の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができない

ときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

３．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は本社債の払込金額及び以下の計

算式で算出された金額の合計額とし、出資される財産は当該本転換社債型新株予約権に係る本社債

及び以下の計算式で算出された金額の金銭であり、当該本社債の価額はその払込金額と同額とす

る。

交付株式数×行使価額－各本社債の払込金額

(2) 行使価額

行使価額は、当初1,700円とする。但し、行使価額は、(3)及び(4)の規定に従って修正又は調整され

るものとする。

(3) 行使価額の修正

各修正日の直前取引日の修正日価額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又

は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。

但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下

限行使価額とする。

(4) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」と

いう。）をもって行使価額を調整する。

    
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。

(ⅰ) ④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有

する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取

得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場

合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割

当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
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(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

(ⅲ) ④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権

付株式又は④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合（但し、当社

又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める

関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除

く。）

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初

の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日

（新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用す

る。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以

降これを適用する。

(ⅳ) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む。）の取得と引換えに④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付す

る場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(ⅴ) (ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、（ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合におい

て、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をし

た本転換社債型新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生

し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。

④(ⅰ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

(ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数

を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を四捨五入する。

(ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する

当社普通株式を控除した数とする。また、②(ⅴ)の場合には、行使価額調整式で使用する新発

行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株

式数を含まないものとする。

⑤ ②記載の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権

付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額及び交付株式数の調整を行う。

(ⅰ) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とする

とき。

(ⅱ) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。

(ⅲ) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) (4)②の規定にかかわらず、(4)②に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(3)に基づく行使

価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権

付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及び

その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(4)②(ⅴ)に定める場合その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、（注）３(2)記載の

行使価額（但し、（注）３(3)又は(4)によって行使価額が修正又は調整された場合は修正後又は調

整後の行使価額）とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１

円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等

増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

５．本新株予約権付社債の繰上償還に関する事項

本新株予約権付社債には、当社の選択によりいつでも、残存する本新株予約権付社債の全部を繰上償還

することができる旨の繰上償還条項が付されております。

６．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

本新株予約権割当契約には、(1)行使指定条項、(2)停止指定条項、(3)譲渡制限条項、(4)割当予定先に

よる行使制限措置、(5)本新株予約権付社債の償還に係る請求、が含まれます。詳細については、第１

回転換社債型新株予約権付社債の（注）６(1)から(5)をご参照下さい。

７．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

８．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

本新株予約権付社債の発行に伴い、当社代表取締役社長である山岸忍は、その保有する当社普通株式の

一部について割当予定先への貸株を行っております。

９．その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

 

③　第５回新株予約権

決議年月日 平成29年８月18日

新株予約権の数（個） 15,790

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）３

新株予約権の行使期間
自 平成29年９月５日

至 平成32年９月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注）４

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ――

代用払込みに関する事項 ――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ――

 （注）１．本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権等の

特質は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,579,000株、交付株式数（（注）２(1)に定義する。）は

100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額（（注）３(1)②に定義する。）が修正さ

れても変化しない（但し、（注）２に記載のとおり、調整されることがある。）。なお、株価の上昇

又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
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(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、平成29年９月５日以降、本新株予約権の各行使の効力発生日（以下「修

正日」という。）の直前取引日の東京証券取引所（以下「東証」という。）における当社普通株式の

普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額（円位未満小

数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。）に、当該修正日以降修正される。

(3) 行使価額の修正頻度

行使の際に(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限

1,900円（但し、（注）３(3)の規定により調整されることがある。）

(5) 交付株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は1,579,000株、交付株式数は100株で確定している（但し、

（注）２に記載のとおり、調整されることがある。）。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予

約権が全て行使された場合の資金調達額）

3,008,973,980円（但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。）

(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設け

られている。

２．新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的である株式の総数は、1,579,000株とする（本新株予約権１個の行使により当社

が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通

株式の発行又は処分を「交付」という。）する数（以下「交付株式数」という。）は100株とす

る。）。但し、(2)乃至(4)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株

式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が（注）３(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調

整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数＝
調整前交付株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、（注）３(3)に定める調整前行使価額及び

調整後行使価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る（注）３(3)②及び④による行使価額の調整に関

し、それらに定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式

数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知す

る。但し、（注）３(3)②(ⅵ)に定める場合、その他適用日の前日までに前記の通知を行うことがで

きないときは、適用日以降速やかにこれを行う。

３．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権１個につ

き、行使価額（但し、(2)又は(3)によって修正又は調整された場合は、修正後又は調整後の行使価

額とする。）に交付株式数を乗じた額とする。

② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」と

いう。）は、当初1,900円とする。

(2) 行使価額の修正

平成29年９月５日以降、行使価額は、修正日の直前取引日の東証における当社普通株式の普通取引の

終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の90％に相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、小数第２位を切り捨て）に、当該修正日以降修正されるが、かかる修正後の行使価額が

1,900円（以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。但

し、下限行使価額は、(3)の規定を準用して調整される。

各本新株予約権の行使にあたって本項の規定により行使価額の修正が行われる場合には、当社は、当

該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を修正日に通知する。
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(3) 行使価額の調整

① 当社は、本新株予約権の割当日後、②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」とい

う。）により行使価額を調整する。

    
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。

(ⅰ) ③(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（但し、当社の発

行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の請求若

しくは行使により交付する場合、又は会社分割、株式交換若しくは合併により交付する場合を

除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最

終日とする。以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を行う場

合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株

主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用す

る。

(ⅲ) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに③(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は③

(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当て

の場合を含む。）（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予

約権を割り当てる場合を除く。）

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株式等」という。）の全てが当

初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用

して算出するものとし、払込期日（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）又は無

償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日

の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式

等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発

行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価

が確定した日の翌日以降、これを適用する。

(ⅳ) 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取

得と引換えに③(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関して当該調整前に(ⅲ)又は

(ⅴ)による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の③(ⅵ)に定める

完全希薄化後株式数が、(ア)上記交付の直前の③(ⅲ)に定める既発行株式数を超えるときに限

り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」と

みなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(イ)上記交付の直前の③(ⅲ)に定め

る既発行株式数を超えない場合は、本調整は行わないものとする。

(ⅴ) 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下、「取得価額

等」という。）の下方修正等が行われ（②又は④と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合

を除く。）、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下

「取得価額等修正日」という。）における③(ⅱ)に定める時価を下回る価額になる場合
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(ア) 当該取得請求権付株式等に関し、(ⅲ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われ

ていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全

てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる

当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして(ⅲ)の規定を

準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。

(イ) 当該取得請求権付株式等に関し、(ⅲ)又は上記(ア)による行使価額の調整が取得価額等修正

日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得

価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなし

たときの③(ⅵ)に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の③

(ⅲ)に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式

数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出

するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取

得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のう

ちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の

翌日以降これを適用する。

(ⅵ) (ⅰ)乃至(ⅲ)の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確

定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調

整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、

本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付

するものとする。

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(ⅶ) (ⅰ)乃至(ⅴ)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後

の行使価額は、(ⅰ)乃至(ⅵ)の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利につい

ての規定を準用して算出するものとする。

③(ⅰ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨て

る。

(ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（但し、②(ⅵ)の場合は基

準日又は株主確定日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。

(ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権

利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の

場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数か

ら、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前

に、②又は④に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付され

ていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。

(ⅳ) 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」

は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式

数を含まないものとする。

(ⅴ) ②において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行に際して払込みがなされた額（②(ⅲ)における新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とす

る。）から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭そ

の他の財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交

付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を

行使価額調整式における１株当たりの払込金額とする。

(ⅵ) ②において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し

た数とし、(ア)（②(ⅳ)においては）当該行使価額の調整前に、②又は④に基づき「新発行・

処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」と
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みなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び当

該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、ま

た(イ)（②(ⅴ)においては）当該行使価額の調整前に、②又は④に基づき「新発行・処分株式

数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数（但し、当

該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされ

た当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等

修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換

又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

④ ②に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

(ⅰ) 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は

当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。

(ⅱ) 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。

(ⅲ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とする場合。

(ⅳ) 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

⑤ 本注の他の規定にかかわらず、本注に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が(2)に基づく行

使価額の修正日と一致する場合には、本注に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、

この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

⑥ 本注の規定により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調整されるときを含む。）は、当社

は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事

項をその適用日の前日までに本新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前

記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。

４．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、

本新株予約権の行使時において有効な交付株式数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の

資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

本新株予約権割当契約には、(1)行使指定条項、(2)停止指定条項、(3)譲渡制限条項、(4)割当予定先に

よる行使制限措置、(5)本新株予約権の取得に係る請求、が含まれます。(1)から(4)の詳細について

は、第１回転換社債型新株予約権付社債の（注）６(1)から(4)をご参照下さい。

(5) 本新株予約権の取得に係る請求

割当予定先は、本新株予約権発行後、平成32年７月21日以降はいつでも、当社に対して通知すること

により本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本

新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権１個につき562円を支払うことにより残存する全ての本

新株予約権を取得します。

６．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

７．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である山岸忍は、その保有する当社普通株式の一部に

ついて割当予定先への貸株を行っております。

８．その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年７月１日～

平成29年９月30日

（注）１

367,600 61,981,200 245,051 1,717,745 245,051 1,647,745

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成29年10月１日から平成29年11月10日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が125,200

株、資本金及び資本準備金がそれぞれ83,461千円増加しております。
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(6) 【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社パシフィック 神戸市東灘区向洋町中6-3-47 12,640 20.39

山岸　忍 神戸市東灘区 12,202 19.69

NOMURA PB NOMINEES TK１ LIMITED

（常任代理人　野村證券株式会社）　

1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB,

UNITED KINGDOM　

（東京都中央区日本橋1-9-1）　　

7,861 12.69

DEUTSCHE BANK AG LONDON GPF CLIENT OMNI-

FULL TAX 613

（常任代理人　ドイツ証券株式会社）

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT AM

MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY　

（東京都千代田区永田町2-11-1 山王

パークタワー）　

2,088 3.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口）
東京都中央区晴海1-8-11 2,041 3.29

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）
東京都港区浜松町2-11-3 1,718 2.77

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

（常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株

式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB

U.K.

（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒル

ズ森タワー）

1,387 2.24

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT

ESCROW

（常任代理人　株式会社みずほ銀行）

5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS

MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED

KINGDOM

（東京都港区港南2-15-1 品川インター

シティＡ棟）

961 1.55

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG

FUNDS/UCITS ASSETS

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-

HESPERANGE, LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋3-11-1）

830 1.34

RE FUND 107-CLIENT AC

（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京

支店）

MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA

KUWAIT KW 13001

（東京都新宿区新宿6-27-30）

749 1.21

計 － 42,479 68.54

（注）１．上記のほか、自己株式が2,485,228株あります。

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式2,041,100株のうち315,300株は、株式給付

型ＥＳＯＰ制度導入に伴う当社株式であります。

３．平成28年６月29日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タワー投資顧問株式会社が平成28

年６月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として当第２四半期会計期間末

現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当社

は、平成28年10月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。保有株券等の数について

は、当該株式分割は考慮しておりません。

　タワー投資顧問株式会社の大量保有報告書の写しの内容は、以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

　タワー投資顧問株式会社 東京都港区芝大門1-2-18 3,103,800 20.15
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(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 2,485,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 59,493,400 594,934 －

単元未満株式 普通株式     2,600 － －

発行済株式総数 61,981,200 － －

総株主の議決権 － 594,934 －

（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式給付型ＥＳＯＰ導入に伴い日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）が保有する当社株式315,300株（議決権の数 3,153個）を含めております。

２.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。また、

「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数40個が含まれております。

②【自己株式等】

平成29年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社プレサンス

コーポレーション

大阪市中央区城見

一丁目２番27号
2,485,200 － 2,485,200 4.01

計 － 2,485,200 － 2,485,200 4.01

（注）株式給付型ＥＳＯＰ導入に伴い日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する当社株式

315,300株につきましては、上記の自己株式等に含まれておりませんが、会計処理上は当社と株式給付型ＥＳＯ

Ｐを一体としていることから、四半期連結貸借対照表においては自己株式として処理をしております。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から

平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,534,088 39,238,915

売掛金 93,479 91,479

販売用不動産 14,324,393 11,786,537

仕掛販売用不動産 122,174,998 145,734,000

原材料及び貯蔵品 188,219 196,085

その他 4,494,898 3,824,422

流動資産合計 171,810,077 200,871,440

固定資産   

有形固定資産   

賃貸不動産（純額） 11,353,138 12,155,025

その他（純額） 512,406 546,428

有形固定資産合計 11,865,545 12,701,453

無形固定資産 276,890 449,842

投資その他の資産 1,354,636 2,014,102

固定資産合計 13,497,071 15,165,399

資産合計 185,307,149 216,036,839

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,752 852,793

電子記録債務 7,770,600 3,253,122

短期借入金 1,440,000 8,854,000

1年内返済予定の長期借入金 23,970,549 30,116,599

未払法人税等 2,542,037 3,618,529

前受金 10,825,594 10,960,575

賞与引当金 131,810 139,790

その他 2,742,147 3,212,136

流動負債合計 49,438,492 61,007,547

固定負債   

新株予約権付社債 － ※２ 7,000,000

長期借入金 75,691,200 80,822,600

役員退職慰労引当金 522,650 543,150

株式給付引当金 39,398 63,833

その他 － 5,641

固定負債合計 76,253,248 88,435,224

負債合計 125,691,740 149,442,771

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,472,694 1,717,745

資本剰余金 1,406,871 1,651,923

利益剰余金 59,308,110 65,814,883

自己株式 △2,869,119 △2,869,119

株主資本合計 59,318,556 66,315,432

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,212 △6,184

その他の包括利益累計額合計 △6,212 △6,184

新株予約権 287,248 266,147

非支配株主持分 15,816 18,672

純資産合計 59,615,408 66,594,068

負債純資産合計 185,307,149 216,036,839
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 61,498,100 66,241,708

売上原価 43,663,767 48,127,627

売上総利益 17,834,332 18,114,080

販売費及び一般管理費 ※ 5,836,811 ※ 7,126,227

営業利益 11,997,521 10,987,853

営業外収益   

受取利息 1,944 2,331

受取配当金 746 688

仕入割引 9,337 4,246

受取手数料 38,083 32,346

違約金収入 38,216 50,200

その他 26,999 63,559

営業外収益合計 115,327 153,371

営業外費用   

支払利息 192,253 308,795

持分法による投資損失 － 30,789

支払手数料 6,120 62,631

その他 3,841 12,437

営業外費用合計 202,215 414,654

経常利益 11,910,633 10,726,570

特別損失   

固定資産除却損 442 5,278

投資有価証券評価損 26,205 －

特別損失合計 26,648 5,278

税金等調整前四半期純利益 11,883,985 10,721,291

法人税等 3,822,315 3,478,469

四半期純利益 8,061,669 7,242,821

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,919 2,856

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,059,750 7,239,965

 

EDINET提出書類

株式会社　プレサンスコーポレーション(E04047)

四半期報告書

25/35



【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 8,061,669 7,242,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,002 28

その他の包括利益合計 △3,002 28

四半期包括利益 8,058,667 7,242,849

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,056,748 7,239,993

非支配株主に係る四半期包括利益 1,919 2,856
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 11,883,985 10,721,291

減価償却費 139,993 190,633

のれん償却額 － 50,106

株式報酬費用 84,231 52,091

持分法による投資損益（△は益） － 30,789

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,607 7,980

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,923 20,500

株式給付引当金の増減額（△は減少） － 24,434

受取利息及び受取配当金 △2,690 △3,019

支払利息 192,253 308,795

為替差損益（△は益） － △24,654

固定資産除却損 442 5,278

投資有価証券評価損益（△は益） 26,205 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,445,166 △21,817,652

仕入債務の増減額（△は減少） 838,970 △3,789,266

前受金の増減額（△は減少） △1,340,515 158,629

未払消費税等の増減額（△は減少） 393,647 510,946

未収消費税等の増減額（△は増加） 492,335 980,392

その他 △1,279,796 △334,309

小計 6,012,426 △12,907,031

利息及び配当金の受取額 2,853 3,019

利息の支払額 △195,018 △308,272

法人税等の支払額 △2,620,433 △2,416,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,199,828 △15,628,823

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △4,813,210 △65,266

投資有価証券の取得による支出 △917 △953

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

関係会社貸付けによる支出 － △667,638

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △162,993

その他 － 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,824,127 △896,789

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 7,414,000

長期借入れによる収入 23,490,000 35,502,000

長期借入金の返済による支出 △10,290,799 △24,377,949

新株予約権付社債の発行による収入 － 6,990,279

株式の発行による収入 － 408,036

配当金の支払額 △880,251 △734,391

その他 △138 8,873

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,318,810 25,210,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 19,584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,694,510 8,704,819

現金及び現金同等物の期首残高 20,827,486 28,439,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 31,521,997 ※ 37,143,897
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より新たに株式を取得したため、株式会社ララプレイスを連結の範囲に含めてお

ります。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（たな卸資産の保有目的の変更）

たな卸資産の一部について、販売から賃貸へ保有目的を変更したことに伴い、仕掛販売用不動産956,958千円

を賃貸不動産に振替えております。

 

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、当社及び当社グループ会社の従業員（以下、「従業員」といいます。）の新しい福利厚生制度として

当社の株式を給付し、株価上昇及び業績向上へ従業員の意欲や士気を高めることを目的として、株式給付型ＥＳ

ＯＰ（以下、「本制度」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付す

る仕組みです。

当社は、従業員に対し貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該

付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金

銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式

として計上しております。当第２四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は326,729千円、株式数は

315,300株であります。

（四半期連結貸借対照表関係）

１．保証債務

　　当社顧客の金融機関等からの借入に対する保証債務

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

顧客住宅ローンに関する抵当権設定登記

完了までの金融機関等に対する連帯保証

債務

118,800千円 701,800千円

合計 118,800千円 701,800千円

 

※２．偶発債務

第１回及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（当第２四半期連結会計期間末残高7,000百万円）には

年0.95％の利率が付されており、平成32年９月３日において残存している本新株予約権付社債については、平成

32年９月４日に一括して利息が支払われます。ただし、平成32年９月３日よりも前に償還又は行使等により消滅

した本新株予約権付社債については、上記利息を支払う必要はありません。従って、現時点で金額を合理的に見

積もることができないため、引当金を計上しておりません。
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
　　至 平成29年９月30日）

販売手数料 2,788,490千円 3,308,427千円

広告宣伝費 166,953千円 200,742千円

役員報酬 233,390千円 275,820千円

給与手当 1,284,075千円 1,692,212千円

賞与 5,690千円 30,391千円

賞与引当金繰入額 100,965千円 117,401千円

退職給付費用 8,356千円 12,035千円

役員退職慰労引当金繰入額 23,000千円 25,500千円

株式給付引当金繰入額 －千円 24,434千円

減価償却費 25,904千円 27,998千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 33,581,997千円 39,238,915千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,060,000千円 △2,095,017千円

現金及び現金同等物 31,521,997千円 37,143,897千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月26日

取締役会
普通株式 882,198 60 平成28年３月31日 平成28年６月22日 利益剰余金

（注）　当社は、平成28年10月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。当該株式分割は平成28年

10月１日を効力発生日としておりますので、１株当たり配当額につきましては株式分割前の株式数を基準にして

おります。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月29日

取締役会
普通株式 733,191 12.40 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金

（注）　配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する当社株式に対する配当金

3,909千円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 不動産販売事業 計

売上高     

外部顧客への売上高 59,624,737 59,624,737 1,873,362 61,498,100

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 59,624,737 59,624,737 1,873,362 61,498,100

セグメント利益 11,635,329 11,635,329 796,104 12,431,434

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸・仲介・管理、損害保険

代理事業、マンションの内装工事等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益  金額

報告セグメント計 11,635,329

「その他」の区分の利益 796,104

全社費用（注） △433,912

四半期連結損益計算書の営業利益 11,997,521

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 不動産販売事業 計

売上高     

外部顧客への売上高 63,779,210 63,779,210 2,462,497 66,241,708

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 63,779,210 63,779,210 2,462,497 66,241,708

セグメント利益 10,473,565 10,473,565 1,017,100 11,490,666

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸・仲介・管理、損害保険

代理事業、マンションの内装工事等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

利益  金額

報告セグメント計 10,473,565

「その他」の区分の利益 1,017,100

全社費用（注） △502,813

四半期連結損益計算書の営業利益 10,987,853

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「不動産販売事業」セグメントにおいて、第１四半期連結会計期間より、株式会社ララプレイスの全株式取

得による連結子会社化に伴い、のれんが発生しております。

なお、当該事象によるのれんの発生額は219,149千円であります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 137円04銭 122円92銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
8,059,750 7,239,965

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
8,059,750 7,239,965

普通株式の期中平均株式数（株） 58,813,157 58,898,976

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 122円25銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － 325,317

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―― ――

（注）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成28年10月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額を算定しております。

３．株式給付型ＥＳＯＰ導入に伴い、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する当社株式

を１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の

計算において控除する自己株式に含めております。（前第２四半期連結累計期間62,026株、当第２四半期連結

累計期間315,300株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年11月９日

株式会社プレサンスコーポレーション

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石田　博信　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 福竹　　徹　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プレサ

ンスコーポレーションの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29

年７月１日から平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半

期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プレサンスコーポレーション及び連結子会社の平成29年９月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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